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登録できない印鑑について 

 以下のような印鑑は、条例の規定等により登録ができません。 

（１）住民基本台帳（住民票）に記載されている氏名、氏、名、通称（外国人のみ）又は氏名、通称

の一部を組み合わせた文字で表していないもの 

（２）職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの 

（３）ゴム印その他印形の変化しやすいもの 

（４）印影の大きさが１辺の長さ８ミリメートルの正方形におさまるもの又は１辺の長さ 25 ミリメ

ートルの正方形におさまらないもののほか、※印鑑の高さが 10ミリメートルを越えないもの 

（５）印影を鮮明に表しにくいもの 

（６）機械彫り等で類似品があると認められるもの 

（７）その他、市長が不適当と認めるもの 

・登録印鑑のふちが１／３以上欠けたもの、ふちの無い印鑑 

・指輪印 

・逆さ彫りの印鑑 など 

その他、不明な点については、各区役所戸籍住民課にお問い合わせください。 

 

 

【例】 登録できない印鑑 

住民票の氏が「静岡」さん、名が「太郎」さんの場合 
 

 
氏（静岡）の一部だ
けを表したもの 

 
名（太郎）の一部だ
けを表したもの 

 
氏（静岡）の一部（頭
文字以外）と名（太
郎）の一部を組み合
わせたもの 

 
氏（静岡）の漢字を
ひらがな、又はカタ
カナに換えたもの 

 
名（太郎）の漢字を
ひらがな、又はカタ
カナに換えたもの 

 

 

 

 

    

 
氏名、氏もしくは名を
ローマ字で表したも
の（英字圏外国人で登
録のあるものを除く） 

にゃん鑑など文字を
デザイン化したもの 
 
 

職業、資格など、氏名以外の事項を表しているもの 

 

 

 

 

    

 
一辺の長さ８ミリメ
ートルの正方形にお
さまるもの 

 
一辺の長さ 25ミリメ
ートルの正方形にお
さまらないもの 
 

 
印影を鮮明に表しに
くいもの 

 
ふちが１／３以上欠
けたもの又はふちの
無いもの 

 
逆さ彫り（氏名の彫
刻が通例とは逆にな
っているもの） 

 

 

 

 

    

 
 

 ※高さ 10mm 
 

 静 

 太  岡
郎 

 シ
ズ 

オ
カ 

 し
ず 

お
か 

 

タ
ロ
ウ 

 

た
ろ
う 

 SHIZUOKA 

 行政書士 

静岡太郎 

 静
岡 

◇ ◇ 

静
岡 

静
岡 

静岡 ８ ㎜ 

 静
岡

太
郎 

25 ㎜  静
岡 

 静
岡 

静
岡 

 静
岡 

 大
郎 

H29.1 作成 



 2 / 2 

 

 
 

【例】 その他登録できない印鑑 

住民票の名が 
「しずお」さんの場合 

住民票の名が 
「シズオ」さんの場合 

住民票の名が 
「しずゑ」さんの場合 

 住民票の名が 
 「しずえ」さん 
「シズエ」さんの場合 

 
氏名のひらがなをカタカ
ナ、又は漢字に換えたもの 

 
氏名のカタカナをひらが
な、又は漢字に換えたもの 

 
氏名の変体仮名をカタカ
ナに換えたもの 
 

 
氏名のひらがな及びカタ
カナを変体仮名に換えた
もの 

 

 

 

 

   

住民票の名が 
「葵」さんの場合 

住民票の名が 
「葵子」さんの場合 

  
氏名に「子」などの文字を
加えたもの 
 

 
氏名の「子」などの文字を
省いたもの 
 

 

 

 

 

  

 

その他不適当と認めるもの 
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